
一般社団法人全国警備業協会関係 

 加盟会員専用  お知らせ （令和７年度№９） 

 下記のとおりのお知らせがありましたので参考にして下さい。 

 

別添１ サプライチェーン全体での支払の適正化について 

 

 

別添２ 「警備業法上のオンライン申請の対象手続拡大について 

 

 

別添３ 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知徹底について 

 

 

別添４ 外国籍警備員に関する調査及び官公需における警備業務に関する調査へのご

協力依頼について 

 

別添５ 最低賃金引上げに関する施策等の周知について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添１ 

全警協発第 195号 

令和 7年 11月 6日 

 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

サプライチェーン全体での支払の適正化について 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 さて、この度、みだしの件につきまして、中小企業庁事業環境部長及び公正取引委

員会事務総局官房審議官から、別添文書のとおり周知依頼がございました。 

 つきましては、業務ご多忙のところ恐縮に存じますが、管内加盟員各位に対し周知

徹底下さいますようお願い申し上げます。 

謹 白 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添２ 

 全警協発第２０６号 

令和７年１２月２日 

各協会長 殿 

（一社）全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

警備業法上のオンライン申請の対象手続拡大について 

 

謹 啓 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当協会の運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、警察庁において、令和３年６月１日から警備業法上の申請手続の一部がオン

ラインでできる「警察行政手続サイト」が運用されて参りました。 

このたび警備業法上のオンラン申請の対象手続きが拡大され、e-Gov 電子申請サイト

からオンラインで申請ができるようになります。 

e-Gov 電子申請を初めて利用するには e-Gov アカウントの取得、ブラウザの設定、ア

プリケーションのインストールが必要となりますので、必要に応じて、下記 URLにアク

セスし、利用の準備を進めて頂くようお願い申し上げます。 

なお、従来の「警察行政手続サイト」については、令和７年１２月１５日に運用が

停止される予定となっておりますのでご注意ください。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、本件について、管内加盟警備業者

に周知頂きますようお願い申し上げます。 

謹 白 

 

記 

 

１ 運用開始日時 

令和７年１２月１５日(月) 

 

２ 対象となる手続 

  別添「警察行政手続一覧」参照 

 

３ e-Gov電子申請サイトの URL 

https://shinsei.e-gov.go.jp/ 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shinsei.e-gov.go.jp/


 
 



別添３ 

全警協発第 207 号 

令和７年 12月４日 

 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の 

周知徹底について 

 

謹 啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素当協会の運営につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和５年 11月 29日に内閣官房および公正取引委員会より公表されました

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（以下「指針」という。）に関

しましては、これまで当協会においても様々な機会を通じて周知を図ってまいりまし

たが、このたび警察庁より、改めて周知を徹底するよう依頼がございました。 

つきましては、ご多忙のところ恐縮ではございますが、管内加盟員各位に対し、改

めて「指針」の内容をご周知いただくとともに、価格交渉にあたっては、先般改訂い

たしました「警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画」および、２種類

のリーフレット「警備業における適正取引の推進」「警備業における適切な価格転嫁の

実現に向けて」を積極的にご活用いただき、適切な価格交渉を行っていただきますよ

う、併せてご周知をお願い申し上げます。 

 

謹 白 

 

【別添書類一覧】 

別添１ 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針      ～詳細省略 

別添２ 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（概要）  ～全文掲載 

別添３ 警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画     ～詳細省略 

別添４ リーフレット「警備業における適正取引の推進」       ～省略 

別添５ リーフレット「警備業における適切な価格転嫁の実現に向けて」～省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
※ 内容省略 詳細は関係省庁ホームページで確認をお願いします。 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ リーフレット等を含めて、全警協ホームページで確認してください 

   

 

 



別添４ 

全警協発第 211号 

令和７年 12月５日 

協会長 各位 

（一社）全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

 

 

   外国籍警備員に関する調査及び官公需における警備業務に関する調査への 

ご協力依頼について 

 

 

謹 啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は当協会の運営に格別なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当協会では、警備業界の諸課題の解決に向けて、警察庁と協議を重ねている

ところでありますが、現在、「特定技能制度及び育成就労制度への警備業の対象業種

追加」及び「官公需における発注方法」について、警察庁を通して関係省庁と協議し

ている中で、警察庁から実態を把握するための調査を求められております。 

 つきましては、業務御多忙のところ誠に恐縮に存じますが、警備業界の発展に向け、

加盟会社からの御意見を賜りたく、下記のとおり２種類の調査にご協力いただきます

ようお願い申し上げます。 

謹 白 

 

記 

 

１ 調査方法 

  パソコンまたは携帯電話から、以下のＱＲコードまたはＵＲＬにアクセスしてい

ただき、必要事項の入力をお願いいたします。 

なお、システムでの自動集計のため、貴協会での回答集計は不要です。 

 

２ 調査対象 

  貴協会に加盟している４条業者全社を対象とさせていただきます。 

 

３ 調査内容 

（１）外国籍警備員に関する調査 

   外国籍の警備員を雇用している加盟会社のみご回答ください。 

   ※外国籍の警備員を雇用していない加盟会社におかれましては、回答不要です。 

    

【 Ｑ Ｒ コ ー ド】 

  

 

 

 



【ＵＲＬ】 https://ajssa.form.kintoneapp.com/public/gaikokuseki2025 

（２）官公需における警備業務に関する調査 

   官公需の施設警備業務及び雑踏警備業務を実施している加盟会社のみご回答く

ださい。 

   ※官公需の施設警備業務及び雑踏警備業務を実施していない加盟会社におかれ

ましては、回答不要です。 

 

【ＱＲコード】 

 

 

 

 

【 Ｕ Ｒ Ｌ 】 

https://ajssa.form.kintoneapp.com/public/kankoju2025 

 

 

４ 回答期限 

  令和８年１月８日（木）まで 

 

以 上  

 

＜本件担当＞           

総務部総務課  小澤、大原   

     TEL：03-3342-5821       

Eメール：y-oohara@ajssa.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ajssa.form.kintoneapp.com/public/gaikokuseki2025
https://ajssa.form.kintoneapp.com/public/kankoju2025


別添５ 

 

全警協発第 212号 

令和 7年 12月 17日 

 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

 

最低賃金引上げに関する支援策等の周知について 

 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 さて、この度、みだしの件につきまして、警察庁から、別添文書のとおり周知依頼

がございました。 

 つきましては、業務ご多忙のところ恐縮に存じますが、管内加盟員各位に対し周知

徹底下さいますようお願い申し上げます。 

謹 白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

※ 添付資料省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


